
寄附を

政治家は
贈らない！

寄附を

政治家から
受取らない！

三ない運動

寄附を

有権者は
求めない！

政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、お金のかからない選挙を
実現するために寄附禁止のルールを守りましょう

　年末年始は何かと贈り物やお祝い事をする機会の多
いシーズンですが、政治家が選挙区内の人に、お金や
物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。ま
た、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁
止されています。
　ルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

問い合わせ先　和水町選挙管理委員会（本庁　総務課内）　☎0968・86・5720

次
の
①
か
ら
④
ま
で
及
び
⑥
の
項
目

に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
と
、
公
民
権

停
止
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

①
政
治
家
の
寄
附
の
禁
止

　
政
治
家
が
選
挙
区
内
に
あ
る
者
に

寄
附
を
す
る
こ
と
は
、
そ
の
時
期
や

名
義
に
か
か
わ
ら
ず
、
罰
則
を
も
っ

て
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
政

治
家
以
外
の
者
が
政
治
家
名
義
の
寄

附
を
す
る
こ
と
も
同
様
で
す
。

※

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
ま
た
は
そ
の
支
部

や
親
族
に
対
す
る
も
の
な
ど
は
、
禁
止
の
対
象

か
ら
除
か
れ
ま
す
。

※

政
治
家
本
人
が
出
席
す
る
結
婚
披
露
宴
に
お

け
る
祝
儀
や
葬
式
（
通
夜
）
に
お
け
る
香
典
は

罰
則
の
対
象
か
ら
除
か
れ
て
い
ま
す
。
（
選
挙

に
関
し
て
な
さ
れ
た
場
合
や
、
通
常
一
般
の
社

交
の
程
度
を
超
え
て
い
る
場
合
は
処
罰
さ
れ
ま

す
。
）

②
政
治
家
に
対
す
る

　
寄
附
の
勧
誘
・
要
求
の
禁
止

　
政
治
家
に
対
し
て
寄
附
を
す
る
よ

う
勧
誘
や
要
求
を
す
る
こ
と
も
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。
政
治
家
を
威
迫
し

て
、
あ
る
い
は
、
政
治
家
の
当
選
ま

た
は
被
選
挙
権
を
失
わ
せ
る
目
的
で

勧
誘
や
要
求
を
す
る
と
処
罰
さ
れ
ま

す
。
政
治
家
名
義
の
寄
附
を
求
め
る

こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
威
迫
し

て
求
め
る
と
処
罰
さ
れ
ま
す
。

③
政
治
家
の
関
係
団
体
の

　
寄
附
の
禁
止

　
政
治
家
が
役
職
員
や
構
成
員
で
あ

る
団
体
や
会
社
が
、
選
挙
区
内
に
あ

る
者
に
、
政
治
家
の
氏
名
を
表
示
し

た
り
、
類
推
さ
れ
る
よ
う
な
方
法
で

寄
附
を
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
お

り
、
選
挙
に
関
し
て
寄
附
を
す
る
と

処
罰
さ
れ
ま
す
。

④
政
治
家
の
後
援
団
体
の

　
寄
附
の
禁
止

　
政
治
家
の
後
援
団
体
（
い
わ
ゆ
る

後
援
会
）
が
、
選
挙
区
内
に
あ
る
者

に
対
し
て
、
花
輪
等
や
、
こ
れ
に
類

す
る
も
の
を
出
し
た
り
、
後
援
団
体

の
設
立
目
的
に
よ
り
行
わ
れ
る
行
事

や
事
業
に
関
す
る
寄
附
以
外
の
寄
附

を
す
る
と
、
そ
の
時
期
や
名
義
の
い

か
ん
に
関
わ
ら
ず
処
罰
さ
れ
ま
す
。

※

一
般
の
政
党
支
部
は
後
援
団
体
に
は
当
た
り

ま
せ
ん
が
、
③
に
あ
る
よ
う
に
、
政
治
家
の
氏

名
を
表
示
し
た
り
、
類
推
さ
れ
る
よ
う
な
方
法

で
寄
附
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑤
年
賀
状
等
の
あ
い
さ
つ
状
の

　
禁
止　

政
治
家
は
、
選
挙
区
内
に
あ
る
者

に
、
答
礼
の
た
め
の
自
筆
に
よ
る
も

の
を
除
き
、
年
賀
状
等
の
時
候
の
あ

い
さ
つ
状
（
電
報
等
も
含
む
）
を
出

す
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑥
あ
い
さ
つ
を
目
的
と
す
る

　
有
料
広
告
の
禁
止

　
政
治
家
や
政
治
家
の
後
援
団
体

（
い
わ
ゆ
る
後
援
会
）
が
、
選
挙
区

内
に
あ
る
者
に
対
し
て
、
主
と
し
て

あ
い
さ
つ
を
目
的
と
す
る
有
料
の
広

告
を
新
聞
・
雑
誌
・
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ

オ
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
出
す
と

処
罰
さ
れ
ま
す
。
政
治
家
や
後
援
団

体
に
対
し
、
あ
い
さ
つ
を
目
的
と
す

る
有
料
広
告
を
求
め
る
こ
と
も
禁
止

さ
れ
て
お
り
、
威
迫
し
て
求
め
る
と

処
罰
さ
れ
ま
す
。

政治家の寄附禁止の対象例

みんなで
徹底しよう

和水町長選挙及び和水町議会議員一般選挙のお知らせ

政治家の寄附は禁止、
有権者が求めることも禁止されています

お歳暮・お年賀

お祭りへの
寄附・差し入れ

落成式・開店祝等
の花輪

地域の運動会等への
飲食物等の差し入れ

入学祝・卒業祝

病気見舞

秘書等が代理で
出席する場合の
結婚祝

秘書等が代理で
出席する場合の
葬儀の香典

町内会の集会・
旅行等の催物への

寸志・飲食物の差し入れ

葬儀の
花輪・供花

　任期満了に伴う和水町長選挙及び和水町議会議員一般選挙の選挙期日が次のとおり決定されました。

※選挙に関するその他の日程等については、１月開催の選挙管理委員会で決定する予定です。
※選挙に関する詳細等については、広報なごみ、町ホームページ等で随時お知らせする予定です。

告示日　令和４年3月22日火

投票日　令和４年３月27日日

和水町選挙管理委員会（総務課内）　☎0968・86・5720

町からのお知らせ

募
　
集

リ
サ
イ
ク
ル
体
験
受
講
者
募
集

と
き
　
①
１
月
24
日
月
午
前
９
時
30
分

～
午
後
３
時
　
②
２
月
２
日
水
午
前

９
時
30
分
～
午
後
３
時

と
こ
ろ
　
ク
リ
ー
ン
パ
ー
ク
フ
ァ
イ
ブ

講
座
名
　
着
物
リ
フ
ォ
ー
ム
「
チ
ュ
ー

ニ
ッ
ク
を
作
ろ
う
」

講
師
名
　
土
山
　
千
代
子
　
氏

募
集
人
員
　
10
人

募
集
期
間
　
電
話
受
付

　
１
月
４
日
火
～
18
日
火
　

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

準
備
す
る
も
の

　
①
着
物
を
ほ
ど
い
た
１
枚
布
（
洗
濯

と
ア
イ
ロ
ン
済
み
）

　
②
生
地
に
合
わ
せ
た
ミ
シ
ン
糸

　
③
50
ｃｍ
も
の
さ
し

　
④
裁
縫
道
具
、
筆
記
用
具

　
⑤
弁
当

　
⑥
ミ
シ
ン
と
ア
イ
ロ
ン
（
お
持
ち
の

人
）

　
⑦
材
料
費
　
５
０
０
円

受
付
方
法
　
電
話
で
受
付
。
受
講
希
望

者
が
多
い
場
合
は
抽
選
と
な
り
ま

す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
延
期
ま
た
は

中
止
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
　
ク
リ
ー
ン
パ
ー
ク
フ
ァ
イ
ブ

　
　（
長
洲
町
名
石
浜
42
番
地
１
）

　
☎
　
０
９
６
８・７
８・４
４
３
３

お
知
ら
せ

令
和
４
年
１
月
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
申
請
受
付
等
の
時
間
外
窓

口
開
設
の
お
知
ら
せ

と
き
　
１
月
６
日
、
13
日
、
20
日
、
27

日
木
の
午
後
７
時
ま
で

　
１
月
23
日
日
の
午
前
９
時
か
ら
正
午

ま
で

受
付
業
務
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

受
け
取
り
　
※
交
付
通
知
書
が
届
い

て
い
る
人
が
対
象
で
す
。

と
こ
ろ
　
菊
水
区
域
の
人
は
、
本
庁
税

務
住
民
課
　
予
約
受
付

　
☎
　
０
９
６
８・８
６・５
７
２
３

　
　
三
加
和
区
域
の
人
は
、
総
合
支
所

住
民
課
　
予
約
受
付

　
☎
　
０
９
６
８・３
４・３
１
１
１

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取

り
や
申
請
以
外
の
窓
口
は
開
設
し
て

い
ま
せ
ん
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止

に
伴
い
、
事
前
予
約
制
と
し
て
お
り

ま
す
。
当
日
必
要
な
も
の
に
つ
い
て

は
予
約
の
際
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
無
料
相
談
会
を

行
い
ま
す

　
次
の
と
お
り
、
申
告
相
談
会
場
及
び

税
理
士
会
に
よ
る
確
定
申
告
無
料
相
談

会
場
が
開
設
さ
れ
ま
す
。

開
設
期
間
　
令
和
４
年
２
月
16
日
水
か

ら
３
月
15
日
火
ま
で
（
土
日
祝
日
を

除
く
）
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま

で
と�

こ
ろ
　
玉
名
税
務
署
　
１
階
（
玉
名

市
岩
崎
２
７
３
番
地
　
玉
名
合
同
庁

舎
）
※
会
場
で
は
、
混
雑
を
回
避
す

る
た
め
、
入
場
制
限
を
行
う
場
合
が

あ
り
ま
す
。

電
話
相
談
　
玉
名
税
務
署

　
☎
　
０
９
６
８・７
２・２
１
２
５

　
※
自
動
音
声
案
内

　�

※
確
定
申
告
に
関
す
る
ご
相
談
は
、

　「
０
」
番
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

「
確
定
申
告
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
」に

お
繋
ぎ
し
ま
す
（
令
和
４
年
１
月
14

日
金
か
ら
３
月
15
日
火
ま
で
）。

【
ス
マ
ホ
で
ｅ
ー
Ｔ
ａ
ｘ
】

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
（
以
下
「
ス
マ
ホ
」

と
い
い
ま
す
）
で
所
得
税
の
確
定
申
告

書
を
作
成
し
、ｅ
︱
Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
給
与
所
得
、
年
金

収
入
や
副
業
等
の
雑
所
得
の
ほ
か
上
場

株
式
等
の
譲
渡
所
得
等
・
配
当
所
得
等

が
あ
り
特
定
口
座
年
間
取
引
報
告
書
を

お
持
ち
の
人
な
ど
は
ス
マ
ホ
専
用
画
面

を
ご
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ス

マ
ホ
か
ら
ｅ
︱

Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
す
る
た

め
に
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
が
お
選

び
い
た
だ
け
ま
す
。

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
方
式

　「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
」
と
「
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
読
取
機
能
を
搭
載
し
た
ス
マ

ホ
」
を
お
持
ち
の
人
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
電
子
証
明
書
を
読
み
取
っ

て
、
ス
マ
ホ
専
用
画
面
か
ら
ｅ
︱
Ｔ
ａ
ｘ

で
送
信
で
き
ま
す
。

②
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
方
式

　
事
前
に
税
務
署
で
職
員
と
対
面
に
よ

る
本
人
確
認
を
行
っ
た
後
に
発
行
さ
れ

る
「
Ｉ
Ｄ
と
パ
ス
ワ
ー
ド
」
が
あ
れ
ば
、

ス
マ
ホ
専
用
画
面
か
ら
ｅ
︱

Ｔ
ａ
ｘ
で

送
信
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
最
寄
り
の
税
務

署
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申
告
書

等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」　
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

「
は
た
ち
の
献
血
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」

協
力
の
お
願
い

　
献
血
者
が
減
少
し
が
ち
な
冬
期
は
、

輸
血
用
血
液
が
不
足
し
や
す
い
季
節
で

す
。
こ
の
た
め
、
熊
本
県
で
は
１
月
～

２
月
の
２
か
月
間
、
成
人
式
を
迎
え
る

「
は
た
ち
」
の
若
者
を
中
心
に
、
広
く
県

民
の
皆
様
に
対
し
て
献
血
を
呼
び
か
け

て
い
ま
す
。

　
特
に
若
い
人
た
ち
で
、
献
血
を
し
た

こ
と
が
な
い
人
は
、
是
非
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
　
税
務
住
民
課
　
生
活
環
境
係

　
　
☎
　
０
９
６
８・８
６・５
７
２
３

　
　
住
民
課
　
税
務
住
民
係
　

　
　
☎
　
０
９
６
８・３
４・３
１
１
１

寄附を

政治家は
贈らない！

寄附を

政治家から
受取らない！

三ない運動

寄附を

有権者は
求めない！

政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、お金のかからない選挙を
実現するために寄附禁止のルールを守りましょう

　年末年始は何かと贈り物やお祝い事をする機会の多
いシーズンですが、政治家が選挙区内の人に、お金や
物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。ま
た、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁
止されています。
　ルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

問い合わせ先　和水町選挙管理委員会（本庁　総務課内）　☎0968・86・5720

次
の
①
か
ら
④
ま
で
及
び
⑥
の
項
目

に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
と
、
公
民
権

停
止
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

①
政
治
家
の
寄
附
の
禁
止

　
政
治
家
が
選
挙
区
内
に
あ
る
者
に

寄
附
を
す
る
こ
と
は
、
そ
の
時
期
や

名
義
に
か
か
わ
ら
ず
、
罰
則
を
も
っ

て
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
政

治
家
以
外
の
者
が
政
治
家
名
義
の
寄

附
を
す
る
こ
と
も
同
様
で
す
。

※

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
ま
た
は
そ
の
支
部

や
親
族
に
対
す
る
も
の
な
ど
は
、
禁
止
の
対
象

か
ら
除
か
れ
ま
す
。

※

政
治
家
本
人
が
出
席
す
る
結
婚
披
露
宴
に
お

け
る
祝
儀
や
葬
式
（
通
夜
）
に
お
け
る
香
典
は

罰
則
の
対
象
か
ら
除
か
れ
て
い
ま
す
。
（
選
挙

に
関
し
て
な
さ
れ
た
場
合
や
、
通
常
一
般
の
社

交
の
程
度
を
超
え
て
い
る
場
合
は
処
罰
さ
れ
ま

す
。
）

②
政
治
家
に
対
す
る

　
寄
附
の
勧
誘
・
要
求
の
禁
止

　
政
治
家
に
対
し
て
寄
附
を
す
る
よ

う
勧
誘
や
要
求
を
す
る
こ
と
も
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。
政
治
家
を
威
迫
し

て
、
あ
る
い
は
、
政
治
家
の
当
選
ま

た
は
被
選
挙
権
を
失
わ
せ
る
目
的
で

勧
誘
や
要
求
を
す
る
と
処
罰
さ
れ
ま

す
。
政
治
家
名
義
の
寄
附
を
求
め
る

こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
威
迫
し

て
求
め
る
と
処
罰
さ
れ
ま
す
。

③
政
治
家
の
関
係
団
体
の

　
寄
附
の
禁
止

　
政
治
家
が
役
職
員
や
構
成
員
で
あ

る
団
体
や
会
社
が
、
選
挙
区
内
に
あ

る
者
に
、
政
治
家
の
氏
名
を
表
示
し

た
り
、
類
推
さ
れ
る
よ
う
な
方
法
で

寄
附
を
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
お

り
、
選
挙
に
関
し
て
寄
附
を
す
る
と

処
罰
さ
れ
ま
す
。

④
政
治
家
の
後
援
団
体
の

　
寄
附
の
禁
止

　
政
治
家
の
後
援
団
体
（
い
わ
ゆ
る

後
援
会
）
が
、
選
挙
区
内
に
あ
る
者

に
対
し
て
、
花
輪
等
や
、
こ
れ
に
類

す
る
も
の
を
出
し
た
り
、
後
援
団
体

の
設
立
目
的
に
よ
り
行
わ
れ
る
行
事

や
事
業
に
関
す
る
寄
附
以
外
の
寄
附

を
す
る
と
、
そ
の
時
期
や
名
義
の
い

か
ん
に
関
わ
ら
ず
処
罰
さ
れ
ま
す
。

※

一
般
の
政
党
支
部
は
後
援
団
体
に
は
当
た
り

ま
せ
ん
が
、
③
に
あ
る
よ
う
に
、
政
治
家
の
氏

名
を
表
示
し
た
り
、
類
推
さ
れ
る
よ
う
な
方
法

で
寄
附
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑤
年
賀
状
等
の
あ
い
さ
つ
状
の

　
禁
止　

政
治
家
は
、
選
挙
区
内
に
あ
る
者

に
、
答
礼
の
た
め
の
自
筆
に
よ
る
も

の
を
除
き
、
年
賀
状
等
の
時
候
の
あ

い
さ
つ
状
（
電
報
等
も
含
む
）
を
出

す
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑥
あ
い
さ
つ
を
目
的
と
す
る

　
有
料
広
告
の
禁
止

　
政
治
家
や
政
治
家
の
後
援
団
体

（
い
わ
ゆ
る
後
援
会
）
が
、
選
挙
区

内
に
あ
る
者
に
対
し
て
、
主
と
し
て

あ
い
さ
つ
を
目
的
と
す
る
有
料
の
広

告
を
新
聞
・
雑
誌
・
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ

オ
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
出
す
と

処
罰
さ
れ
ま
す
。
政
治
家
や
後
援
団

体
に
対
し
、
あ
い
さ
つ
を
目
的
と
す

る
有
料
広
告
を
求
め
る
こ
と
も
禁
止

さ
れ
て
お
り
、
威
迫
し
て
求
め
る
と

処
罰
さ
れ
ま
す
。

政治家の寄附禁止の対象例

みんなで
徹底しよう

和水町長選挙及び和水町議会議員一般選挙のお知らせ

政治家の寄附は禁止、
有権者が求めることも禁止されています

お歳暮・お年賀

お祭りへの
寄附・差し入れ

落成式・開店祝等
の花輪

地域の運動会等への
飲食物等の差し入れ

入学祝・卒業祝

病気見舞

秘書等が代理で
出席する場合の
結婚祝

秘書等が代理で
出席する場合の
葬儀の香典

町内会の集会・
旅行等の催物への

寸志・飲食物の差し入れ

葬儀の
花輪・供花

　任期満了に伴う和水町長選挙及び和水町議会議員一般選挙の選挙期日が次のとおり決定されました。

※選挙に関するその他の日程等については、１月開催の選挙管理委員会で決定する予定です。
※選挙に関する詳細等については、広報なごみ、町ホームページ等で随時お知らせする予定です。

くらしの情報
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